
市民農園の整備に関する事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第1 市民農園整備促進法（平成２年法律第４４号）に関する事務の取扱いについては、関係

法令及び市民農園の整備に関する基本方針等に定めるところによるほかこの要領による

ものとする。 

 

（関係法令の略称） 

第２ この要領においては、関係法令等を次のとおり略していう。 

法令等名称 略称 

市民農園整備促進法（平成２年法律第４４号） ｢法｣ 

市民農園整備促進法施行規則（平成２年農林水産省令・建設省令

第１号） 

｢省令｣ 

市民農園整備促進法の運用について（平成２年９月２０日２構改Ｂ

第９８２号、建設省経民発第４１号、建設省都公緑発第１０８号） 

｢運用通達｣ 

市民農園の整備に関する留意事項について（平成４年４月７日農

地第４３号、千葉県農林部長通知） 

｢留意通知｣ 

 

（市民農園区域の指定） 

第３ 法第４条第２項に定める市民農園区域の指定に係る協議は、様式第１号（市民農園 

区域の指定に係る協議書）を用いて行うものとする。 

２ １の様式第１号（市民農園区域の指定に係る協議書）の作成については、次の要領に 

よるものとする。 

(1) 様式第1号には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

イ 市民農園区域指定調書（運用通達第３の１の(5)に定める書面） 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第３の２に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 関係部局調整結果表（様式第１４号） 

(2) (1)のイの市民農園区域指定調書の作成にあたっては、次に掲げることに留意して 

作成するものとする。 



イ 市民農園区域を複数箇所指定する場合で、かつ、それらの市民農園区域が同じ 

地区にある場合は、地区ごとに作成するものとする。この場合、様式第３号の市民 

農園区域総括表を市民農園区域指定調書に添付すること。 

ロ 市民農園区域指定調書に添付する別図（市民農園区域及び付近の状況を示す  

図面）は、縮尺１／２５００程度の図面とすること。 

３ １の協議の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第２号（市民農園区域の 

指定に係る協議回答書）を用いて行うものとする。 

 

（市民農園区域の変更） 

第４ 法第４条第４項に定める市民農園区域の変更は、次のいずれかに該当する場合に 

行うものとする。 

(1) 指定した市民農園区域の位置、形状若しくは面積を変更しようとする場合（指定した 

市民農園区域を廃止しようとする場合を含む。） 

(2) 市街化区域に編入される等事情の変更により、市民農園区域を変更する必要がある

と認められる場合 

２ 法第４条第５項において準用する同条第２項の市民農園区域の指定変更に係る協議は、

様式第４号（市民農園区域の指定変更に係る協議書）を用いて行うものとする。 

３ ２の様式第４号（市民農園区域の指定変更に係る協議書）の作成については、次の要領

により作成するものとする。 

(1) 様式第４号には、次に掲げる書面を添付するものとする。 

イ 市民農園区域変更指定調書（以下「変更指定調書」という。） 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第３の２に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 関係部局調整結果表（様式第１４条） 

(2) （1）の変更指定調書の作成にあたっては、市民農園区域指定調書に準ずるほか、 

次に掲げることに留意して作成するものとする。 

イ 変更指定調書は変更しようとする地区ごとに作成すること。 

ロ 変更指定調書に添付する別図（市民農園区域及び付近の状況を示す図面）は、  

縮尺１／２５００程度の図面を添付すること。なお、市民農園区域を廃止しようとする

以外の場合にあっては、市民農園区域の変更前と変更後が識別できるように表示す



ること。 

ハ 変更指定調書の記載事項は、次に掲げることに留意して記入するものとする。 

(ｲ)市民農園区域を廃止しようとする以外の変更の場合 

ａ 市民農園区域指定調書中、表題部の「市民農園区域指定調書」は「市民農園 

区域指定調書（変更）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園区域指定調書中、1 の「市民農園区域の指定の必要性」については、

「市民農園区域の変更の理由」と訂正したうえで記入すること。 

ｃ 市民農園区域指定調書中、２から５の事項については、変更しようとする箇所を

二段書きで記入することとし、上段に（  ）で現状の内容を、下段に変更しようと

する内容を記入すること。なお、変更しない箇所については現状の内容を記入

すること。 

(ﾛ)市民農園区域を廃止しようとする場合 

ａ 市民農園区域指定調書中、表題部の「市民農園区域指定調書」は、「市民農園

区域指定調書（廃止）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園区域指定調書中、1 の「市民農園区域の指定の必要性」については、

「市民農園区域の廃止の理由」と訂正したうえで記入すること。 

ｃ 市民農園区域指定調書中、２から５の事項については、廃止しようとする区域

の内容について記入すること。 

４ ２の協議の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第５号（市民農園区域の 

指定変更に係る協議回答書）を用いて行うものとする。 

 

（市民農園区域の指定及び変更指定に係る通知） 

第５ 運用通達第３の６の規定（運用通達第３の８において準用する場合を含む。）による 

市民農園区域を指定した旨の通知は、様式第６号（市民農園区域の指定（変更指定）に 

係る通知書）を用いて行うものとし、法第４条第３項の規定により公表した公報等の写しを

添付することとする。 

 

（交換分合） 

第６ 法第５条第２項の規定による交換分合計画の認可申請については、様式第１３号  

（交換分合計画認可申請書）を用いて行うものとする。 



２ １の様式第１３号（交換分合計画認可申請書）については、次の要領により作成するもの

とする。 

(1) 様式第１３号（交換分合計画認可申請書）には、省令第 1 条に定める書面のほか、 

次に掲げる書面を添付するものとする。 

イ 農地等の交換分合計画書 

ロ 計画樹立経過概要書 

ハ 法第５条第２項に定める権利者の同意があったことを証する書面 

ニ その他必要と認められる書面 

(2) 省令第１条第１項第２号に規定する計画図には、市民農園区域を表示することとし、

現状と計画が識別できるよう留意して作成するものとする。 

(3) (1)のイの農地等の交換分合計画書の作成にあたっては、農地等の交換分合計画書

に関する様式について（２５地局第１６０２号昭和２５年８月２２日農地局長通達）に定め

る様式のうち、当該交換分合計画に関わる書類を作成して添付するものとし、「農地等

の交換分合計画書の記載要領」等について（２５地管第６１７号昭和２５年１０月２０日農

林省農地局管理部長通達）に従って記載するものとする。 

(4) (1)のロの計画樹立経過概要書の作成にあたっては、次に掲げる事項を記載するもの

とする。 

ａ 計画地選定の経緯 

ｂ 基礎調査について（土地調査、権利に関する調査、分散状況調査、経営調査、営農

意思及び規模拡大の意思の調査、各権利者の市民農園としての利用の意思の調査

等） 

ｃ 隣接地帯との関連 

ｄ 農業生産との関連 

ｅ 地帯別団地計画及び団地計画 

ｆ 計画樹立の方法（権利者との合議、説明会の経緯等） 

ｇ 土地改良区の意見（交換分合すべき土地の全部又は一部が土地改良区の地区内に

ある場合） 

ｈ 関係機関との調整状況 

ｉ 清算金の有無及び算出方法 

ｊ 附帯事業の有無 



ｋ 交換分合地域の地目別面積・筆数一覧 

ｌ 地目別権利移動面積・筆数一覧 

 

（市民農園の開設の認定） 

第７ 法第７条第４項に定める市民農園の開設の認定に係る同意の申請は、様式第７号 

（市民農園の開設認定に係る同意申請書）を用いて行うものとする。 

２ １の様式第７号（市民農園の開設認定に係る同意申請書）の作成にあたっては、次の  

要領により作成するものとする。 

(1) 様式第７号には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

イ 市民農園開設認定申請書（運用通達第５の２に定める書面）の写し 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第５の５に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 関係部局調整結果表（様式第１４号） 

(2) (1)のイの開設認定申請書については、運用通達第５の２に定める市民農園開設  

認定申請書（以下「市民農園開設認定申請書」という。）及び第５の２の(1)に定める  

市民農園整備運営計画書（以下「市民農園整備運営計画書」という。）に従って作成する

ものとする。 

３ １の同意申請の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第８号（市民農園の 

開設認定に係る同意申請の回答書）を用いて行うものとする。 

 

（整備運営計画の変更） 

第８ 法第７条第５項の規定による整備運営計画の変更は、次のいずれかに該当する   

場合に行うものとする。 

 (1) 開設認定を受けた市民農園について、その位置、形状若しくは面積を変更しようと  

する場合（開設認定を受けた市民農園を廃止する場合を含む。） 

(2) 開設認定を受けた市民農園について、法第１１条第 1 項の規定により特定農地   

貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（以下「特定農地貸付法」という。）   

第３条第３項の特例を受けた農地を変更しようとする場合（特定農地貸付法施行規則 

第２条各号に掲げる変更以外の軽微な変更の場合を除く。） 

(3) 農地の利用方式を法第２条第２項第１号イからロに変更する場合 



(4) 開設認定を受けた市民農園について、法第 1１条第２項又は第３項の規定により、 

農地法第４条又は第５条の特例を受けて、農地を新たに転用しようとする場合 

(5) 開設認定を受けた市民農園について、法第１２条第１項又は第２項の規定により  

都市計画法の特例を受けて、市民農園施設を新たに建築しようとする場合及び市民 

農園施設の増築、改築若しくは種別の変更をしようとする場合 

(6) その他開設認定を受けた市民農園の整備運営について、重大な影響を及ぼすと  

認められる場合 

２ 法第７条第６項において準用する同条第４項の整備運営計画の変更認定に係る同意の

申請は、様式第９号（市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請書）を用いて行う

ものとする。 

３ ２の様式第９号（市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請書）の作成に    

あたっては、次の要領により作成するものとする。 

(1) 様式第９号には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

イ 市民農園変更認定申請書 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第５の５に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 市民農園変更理由書 

ニ 関係部局調整結果表（様式第１４号） 

 (2) (1)のイの変更認定申請書の作成にあたっては、市民農園開設認定申請書及び   

市民農園整備運営計画書に準ずるほか、次に掲げることについて留意して作成する

ものとする。 

イ 変更認定申請書の各記載事項は、次の規定に従って記入すること。 

(ｲ)開設した市民農園を廃止しようとする以外の変更の場合 

ａ  市民農園開設認定申請書中、表題部の「市民農園開設認定書」は        

「市民農園開設認定申請書（変更）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園整備運営計画書中、表題部の「市民農園整備運営計画書」は     

「市民農園整備運営計画書（変更）」と訂正すること。 

ｃ 市民農園整備運営計画書中、１から８の事項については、変更しようとする   

箇所を二段書きで記入することとし、上段に（  ）で現状の内容を、下段に変更し

ようとする内容を記入すること。   



なお、変更しない箇所については、現状の内容を記入すること。 

(ﾛ)開設した市民農園を廃止しようとする場合 

ａ 市民農園開設認定申請書中、表題部の「市民農園開設認定申請書」は     

「市民農園開設認定申請書（廃止）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園整備運営計画書中、表題部の「市民農園整備運営計画書」は     

「市民農園整備運営計画書（廃止）」と訂正すること。 

ｃ 市民農園整備運営計画書中、１から８の事項については、廃止しようとする   

市民農園の内容について記入すること。 

ロ 変更認定申請書に添付する図面等は、次に掲げることに留意して作成するものと  

する。 

(ｲ)開設した市民農園を廃止しようとする以外の変更の場合 

ａ 市民農園開設認定申請書の記の２の「市民農園の位置を表示した地形図」（省令

第９条第２項第１号及び運用通達第５の２の(2)に規定する地形図）は、       

市民農園の位置を変更しようとする場合について添付することとし、現状の市民

農園の位置及び変更しようとする市民農園の位置について表示すること。 

ｂ 市民農園開設認定申請書の記の３の「市民農園の区域並びに市民農園施設の 

位置、形状及び種別を表示した平面図」（省令第９条第２項第２号及び運用通達 

第５の２の(3)に規定する平面図）は、市民農園の位置若しくは形状又は市民農園

施設の位置、形状、若しくは種別（以下「市民農園施設の位置等」という。）を変更し

ようとする場合について添付することとし、市民農園区域を表示したうえで、   

現状の市民農園施設の位置等と変更しようとする市民農園施設の位置等が   

識別できるように表示すること。 

ｃ 市民農園開設認定申請書の記の４の「市民農園施設（建築物）の概要を表示した

平面図」（省令第９条第２項第３号及び運用通達第５の２の(4)に規定する平面図）

は、市民農園施設を新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）しようとする場合

についてのみ添付することとし、現状の市民農園施設の概要と新築等しようとす

る市民農園施設の概要が識別できるように表示すること。 

ｄ 市民農園開設認定申請書の記の５の「土地の登記簿謄本」（運用通達第５の２の

(5)に規定する謄本）は、市民農園の位置、面積若しくは形状の変更に伴い、市民

農園に新たな土地を含める場合について添付することとし、その新たな土地の 



謄本を添付すること。 

ｅ 市民農園開設認定申請書の記の６の「土地の地番を表示する図面」（運用通達 

第５の２の(6)に規定する図面）は市民農園の位置、面積若しくは形状を変更しよう

とする場合について添付することとし、現状の市民農園の部分と変更しようとする

市民農園の部分が識別できるように表示すること。 

ｆ 市民農園開設認定申請書の記の７の「土地改良区の意見書」（省令第９条第３項 

及び運用通達第５の２の(7)に規定する意見書）は、市民農園の位置、面積若しく

は形状を変更しようとする場合で、変更に係る箇所が土地改良区内の新たな土地

を含む場合について添付すること。 

ｇ 市民農園開設認定申請書の記の８の「農園利用契約書の案」（運用通達第５の２

の(8)に規定する契約書の案）は、当該契約書を変更しようとする場合、及び農地

の利用方式を法第２条第２項第１号イからロに変更しようとする場合に添付するこ

と。 

(ﾛ)開設した市民農園を廃止しようとする場合 

ａ 市民農園開設認定申請書の記の２から９の書面（運用通達第５の２の(2)から(9) 

に規定する書面）は、廃止しようとする市民農園の現状を表示する書面を添付す

ること。 

４ ２の同意申請の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第１０号（市民農園  

整備運営計画の変更認定に係る同意申請の回答書）を用いて行うものとする。 

 

（市民農園の開設認定及び変更認定に係る旨の通知） 

第９ 運用通達第５の８の規定（留意通知第５の３において準用する同第５の１の⑥の場合

を含む。）による市民農園の開設認定を行った旨の通知は、様式第１１号（市民農園の 

開設の認定（変更認定）に係る通知書）を用いて行うものとし、市民農園の開設の認定をし

たことを証する書面（運用通達第５の８前段に規定する書面）の写しを添付すること。 

 

（認定の取消し） 

第１０ 留意通知第６の１に規定する認定の取消しを行った旨の報告は、様式第１２号（市民

農園開設認定取消報告書）を用いて行うものとする。 

２ １の様式第１２号（市民農園開設認定取消報告書）には次に掲げる事項を記載した書面



を添付するものとする。 

イ 認定の取消しを行った理由 

ロ 法第８条により徴収した報告及び法第９条により行った勧告の概要 

ハ 認定の取消しに伴う影響及び今後の措置方針について 

 


